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ご利用者様、ご家族様 各位 

 

カスタマーハラスメント防止についてのお願い 

 

ご利用者およびご家族のみなさまにカスタマーハラスメント防止についてご

協力をお願い致します。 

 

カスタマーハラスメントとは、「働く労働者に対する顧客等からの暴行、脅迫、

ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為」のことです。昨今は、医療現場に

おいてもご利用者・ご家族等による職員へのハラスメント行為が社会問題とな

り、職員離職の大きな原因になっています。 

 

厚生労働省は働き方改革の一環として、法令等により事業者にハラスメント

防止措置を講じるように求めました。また、北海道は、現場におけるハラスメン

ト防止を目的としたリーフレットを作成し啓発を行っています。 

 

当院は、ご利用者により良いサービスを提供することを目的に、職員が安心し

て働き 続けることができる職場環境の整備に努めています。ご利用者およびご

家族のみなさまには、「あらゆるハラスメントを許さない」という当院の基本方

針にご理解、ご協力の ほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


